
6. 申告情報管理

6.1. 本人情報

申告書に印字する従業員様の情報を編集できます。

なお、本人情報の連携データが予め設定されていますので、変更のある場合のみご利用ください。

所得金額調整控除の対象となる場合は、計算ボタン押下時に、控除額が給与所得の必要経費等(b)に

加算され、給与所得が算出されます。

所得金額調整控除額は、年末調整結果や源泉徴収票にてご確認ください。
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6.2. 家族情報

家族情報を修正・追加する画面です。

修正する場合は[編集]ボタン、追加する場合は[家族追加]ボタンを押下します。
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6.3. 保険情報

保険料情報を修正・追加する画面です。

修正する場合は[編集]ボタン、追加する場合は[追加]ボタンを押下します。

団体保険、個人契約保険ともに追加・編集・削除が可能です。

① 保険分類より"生命保険料"を選択して、保険一覧より[編集]ボタンを押下した場合の画面イメージ

電子的控除証明書の登録がある場合は、保険情報、保険一覧のxmlのリンクよりダウンロードが可能です。

② 保険分類より"地震保険料"を選択して、保険一覧より[編集]ボタンを押下した場合の画面イメージ
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③ 保険分類より"社会保険料"を選択して、保険一覧より[編集]ボタンを押下した場合の画面イメージ

④ 保険分類より"小規模企業共済等掛金"を選択した場合の画面イメージ
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6.4. 配偶者特別控除情報

配偶者特別控除情報を修正する画面です。

※ 本人情報で配偶者が「有」である場合、登録ができます。

所得金額調整控除の対象となる場合は、計算ボタン押下時に、控除額が給与所得の必要経費等(b)に

加算され、給与所得が算出されます。
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6.5. 住宅借入金等特別控除情報

住宅借入金等特別控除情報を修正する画面です。

※ 本人情報で住宅借入控除申告書が「有」である場合、登録ができます。

必要事項をご入力のうえ計算ボタン押下で、借入金等の年末残高、特別控除額が算出されます。
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